
福岡市「コミュニティとの共働」推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市において，コミュニティ（自治協議会，自治会・町内会その他の市内の一定の区

域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された組織等をいう。）との共働に向けた体制を

つくり，コミュニティとの共働による住みよいまちづくりを推進するため，福岡市「コミュ

ニティとの共働」推進本部（以下，「推進本部」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 推進本部の所掌する事務は，次のとおりとする。 

 (1) 本市とコミュニティの共働の推進に関すること。 

 (2) コミュニティに関係する施策に関すること。 

(3) その他，コミュニティに関し，本部長が必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

 ２ 本部長は，市長をもって充てる。 

 ３ 副本部長は，副市長をもって充てる。 

 ４ 本部員は，別表に掲げる職にあるものをもって充てる。 

 

 （職務） 

第４条 本部長は，推進本部を代表し，推進本部の事務を総理する。 

 ２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 推進本部の会議は，本部長が招集する。 

２ 本部長が必要と認めるときは，本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。 

 

 （庶務） 

第６条 推進本部の事務局は，市民局コミュニティ推進部コミュニティ推進課に置く。 

 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，本部長が別に定

める。 

 

附則 

 この要綱は，平成21年４月21日から施行する。 
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